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１　商法典と会社法 

　１８２９年商法典は、商人、日記帳、元帳、財産目録及び貸借対照表の作成を義務付
けたが（３２条・３６条）１、資産の評価規定などは設けられていなかった２。そして、
評価規定などが設けられなかったのは、その当時は、計算書類は営業秘密であると
考えられていたからであるという指摘がなされている（Gonzalo and Gallizo
［１９９２］p.７４）。
　他方、１８４８年商事株式会社法（Ley de ２８ de enero de １８４８, sobre las compañías 
mercantiles por acciones）を施行するための１８４８年　２　月１７日規則（Reglamento para 
la ejecución de la Ley de ２８ de enero de １８４８, sobre las compañías mercantiles por 
acciones （１７ de febrero de １８４８））は、貸借対照表のみならず損益計算書を含む計
算書類（balance general）を、毎年作成することを株式会社に求め、それを株主総
会の承認を得た上で３、地方公報（Boletín Oficial de la Provincia）に公表する前
に、地方総督（jefe político de la provincia）に送付しなければならないもの４とし
た（３４条）５。
　その後、１８８５年商法典が制定され６、そこでは、商人は法人であるか否かを問わ
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１ １８２９年商法典の計算規定の詳細については、たとえば、Bernal Lloréns［１９９８］を、１８２９
年商法典以前の沿革については、たとえば、Giner Inchausti［１９９５］を、それぞれ参照。

２ Giner Inchausti［１９９３b］p.３８０. ただし、Giner Inchausti［１９９５］p.２１０.
３ １８６９年 会 社 法（Ley de １９ de octubre de １８６９ sobre libertad de creación de sociedades 
mercantiles e Industriales）の４条も同様の要求を定めていた。

４ なお、１９５７年１２月１２日規則（Reglamento de las funciones que debe ejercer los gobernadores 
de provincia y delegados especiales del Gobierno cerca de las sociedades des mercantiles por 
acciones, al inspeccionar estas soicedades （Real Orden de １２ de diciembre de １８５７））の１４条
は、３ヶ月に１回、計算書類を作成するごとに、それを地方総督に提出することを株式会社に
義務付けた。
５ なお、１８６８年１０月２８日命令（Decreto de ２８ de octubre de １８６８ derogando la ley y regla-
mento sobre sociedades anónimas）によって、１８４８年商事株式会社法及び１８４８年２月１７日規
則は廃止された。



ず、正確な年度計算書類を作成することが要求され（３７条）、株式会社は月次計算
書類７を公報（Gaceta de Madrid）で公告することが要求された。もっとも、どの
ような会計処理をすべきかについて詳細な規定は設けられず、資産の真の価値を示
すことが求められるにとどまっていた。そして、資産の真の価値とは、「それが古
すぎない限り、取得原価」であると解されていた（Gay de Montella［１９３６］
p.１８４）。
　また、１９５１年株式会社法（Ley de １７ de julio de １９５１, sobre régimen jurídico de 
las sociedades anónimas）は、資産の評価規定（１０４条）、貸借対照表及び損益計算
書における開示事項（１０３条及び１０５条）なども定めるにいたった８。
　１９７３年の商法典の改正（Ley １６/１９７３, de ２１ de julio （Jefatura del Estado）, 
sobre reforma de los Titulos II y III del Libro primero del Código de Comercio 

（B.O.E. núm. １７６, ２４ julio １９７３, página １５０４７））では、貸借対照表及び損益計算書
は、一般に受け入れられた会計規準（criterios contables generalmente admitidos）に
従って作成されなければならない旨の規定が新設された（３７条　２　項）。
　さらに、１９８９年　７　月２５日法律第１９号（Ley １９/１９８９, de ２５ de julio, de reforma 
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad 

Económica Europea （CEE） en materia de sociedades （B.O.E. núm. １７８, ２７ julio 
１９, página ２４０８５））により、EC会社法第　４　号指令の国内法化が一部図られ、改正
後商法典３４条　２　項及び株式会社法１０２条　２　項は真実な概観（imagen fiel）を示すこ
とを要求し、改正後商法典３８条は一般に受け入れられた会計原則（principios de 
contabilidad generalmente aceptados）に従って評価を行なうことを要求しつつ、そ
の具体的内容を示した（改正後株式会社法１０２条　２　項は商法典の規定に従うことを
要求した）。また、１９８９年法律第１９号は、新会社法と整合するようにプラン・へネラ
ル・デ・コンタビリダを王令で定めることなどを政府に委任した（　８　条）。
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６ １８８５年商法典の計算規定の詳細については、たとえば、Bernal Lloréns［２０００］を参照。
７ この規定は遵守されなかったため、１９０８年６月２５日法律（Ley de ２５ de junio de １９０８ 
de la obligación legal de los bancos y sociedades mercantiles de publicar mensualmente de 
forma oficial sus balances y estado de situación y otros anuncio）によって、年１回の公告義
務に変更された。Cf. Vioque［２００１］p. ２８７-２８８（nota １０）.

８ 有限会社法（Ley de １７ de julio de １９５３, sobre régimen jurídico de las sociedades de re-
sponsabilidad limitada ）にも同様の規定が設けられた。
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２　プラン・へネラル・デ・コンタビリダ９

（１）１９７３年プラン・へネラル・デ・コンタビリダ

　１９６５年　２　月２４日大蔵省令（Orden de ２４ de febrero de １９６５ por la que se crean 
Comisiones de trabajo y una Comisión central en la Dirección General de Impuestos 

Directos para estudio de balances-tipo en las empresas（B.O.E. núm. ５６, ６ marzo 
１９６５, página ３４８０））により、当時の大蔵省に、会計計画中央委員会（Comisión Central 
de Planificación Contable）が設置されたが、１９６９年８月９日大蔵省令（Orden de９ 
de agosto de １９６９ por la que se reestructura la Comisión Central de Planificación 
Contable, creada por Orden de ２４ de febrero de １９６５ （Disposicion ３２０）（B.O.E. núm. 
２３７, ３ octubre １９６９, página １５５０３））１０によって構成が変更され、また、１９７１年９月２５
日大蔵省令（Orden de ２５ de septiembre de １９７１ por la que se adapta la Comisión 
Central de Planificación Contable a la reorganizacion del Ministerio, establecida por 

el Decreto ４０７/１９７１, de １１ de marzo（Disposicion ３５２）（B.O.E. núm. ２３５, １ 
octubre １９７１, página １５８５８））が構成、任務及び財源について新たな定めを設けた。
　会計計画中央委員会は、１９７３年にプラン・へネラル・デ・コンタビリダ（Plan 
General de Contabilidad）を公表したが、これは、フランスの１９５７年プラン･コン
ターブル･ジェネラルをほぼそのまま引き写したものであった（See Chauveau 
［１９９５］p.１２５, Blake, Amat,  Gowthorpe and Pilkington［１９９８］p.１２）１１。
　１９７３年　２　月２２日デクレト第５３０号（Decreto ５３０/１９７３, de ２２ de febrero（Hacienda）, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad（B.O.E. núm. ７９, ２ abril 
１９７３, página ６４５９））によって承認された１９７３年プラン・へネラル・デ・コンタビリ
ダの適用は、政府が他の定めをするまで、任意とされていたが（１９７３年デクレト第
５３０号　２　条）、強制的・漸次的適用という発想を内包しており（１９９０年１２月２０日王令
第１６４３号の前文（B.O.E. núm. ３１０, ２７ diciembre １９９０, página ３８５３２）参照）、１９７７
年　２　月２５日 政 令 法（Real Decreto-ley １５/１９７７, de ２５ de febrero, sobre medidas 

１１

９ もっとも、スペイン勅許会計士協会は、１９６２年に『スペイン企業のためのプラン・へネラ
ル・デ・コンタビリダ』（Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Plan General 
de Contabilidad para la Empresa Española）と題する文書を公表していた。

１０ Corrección de errores, in: B.O.E. núm ２４９,１７ octubre １９６９, página １６２０７.
１１ このプラン・へネラル・デ・コンタビリダは、税法の影響を強く受けていたが、スペイン
の法制における会計規制の統一化にとって重要な意義を有していたと指摘されている（Cu-
billo［１９７３］）。



fiscales, financieras y de inversión pública （B.O.E. núm. ５０, ２８ febrero １９７７, 
página ４７６０））の４１条は、プラン・へネラル・デ・コンタビリダに漸次的な形で義務
的な性格を与えることを内閣に授権していた。しかも、多くの企業にとっては、貸
借対照表の修正（regularización de balance）に関する税制上の恩典を受けるために
は、１９７３年プラン・へネラル・デ・コンタビリダの適用が要求されていた（Decreto-
Ley １２/１９７３, de ３０ de noviembre, sobre Medidas Coyunturales de Política Económica
（B.O.E. núm. ２８８, １ diciembre １９７３, página ２３２５５）, ２０条 a））。

（２）１９９０年プラン・へネラル・デ・コンタビリダ

　１９８９年法律第１９号の委任に基づいて策定された１９９０年プラン・へネラル・デ・コ
ンタビリダは１９９０年１２月２０日王令第１６４３号（Real Decreto １６４３/１９９０, de ２０ de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad（B.O.E. núm. ３１０, 
２７ diciembre １９９０, página ３８５３１））によって承認された。１９９０年プラン・へネラル・
デ・コンタビリダは、単体の計算書類との関係ですべての企業に対して、その適用
が強制され（１９９０年王令第１６４３号　２　条）、連結計算書類の作成については、１９９１年
１２月２０日王令第１８１５号（Real Decreto １８１５/１９９１, de ２０ de diciembre, por el que se 
aprueban las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas（B.O.E. 
núm. ３１０, ２７ diciembre １９９１, página ４１６３８））が作成基準を定めた。

（３）２００７年プラン・へネラル・デ・コンタビリダ

　２００７年１１月１６日王令第１５１４号（Real Decreto １５１４/２００７, de １６ de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad（B.O.E. núm. ２７８, ２０ noviembre 
２００７, página ４７４０２））によって承認された２００７年プラン・へネラル・デ・コンタビ
リダも、中小企業向けプラン・へネラル・デ・コンタビリダ（Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas）を適用しない、すべての企業に対
して、適用が強制されている（２００７年王令第１５１４号　２　条）。
　２００７年 王 令 第１５１４号 は、２００７年　７　月　４　日 法 律 第１６号（Ley １６/２００７, de ４ de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 

armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea（B.O.E. 
núm. １６０, ５ julio ２００７, página ２９０１６））の最終規定の　１　条　１　項が、政府に、王令の形
式で、２００７年法律第１６号に含まれている方向を発展させるために、プラン・へネラ
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筑波法政第４８号（２０１０）
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ル・デ・コンタビリダならびにその改正及び補充的規範１２を承認することを委任して
いることをうけて制定されたものである。そして、王令１５１４/２００７の前文では、プ
ラン・へネラル・デ・コンタビリダは商事法における単体の計算書類に関する規律を
構成するものであると位置づけられている。また、２００７年プラン・へネラル・デ・コ
ンタビリダの第　１　部である会計概念フレームワーク（Marco Conceptual de la 
Contabilidad）は、商事会計法の解釈指針となり、商法典３４条以下の規定を発展させ
る作業にあたって必要な法的な安全性と安定性（el necesario amparo y seguridad 
jurídica）を与えるとも指摘されている。

３　企業会計監査委員会

（１）　会計計画委員会

　会計計画中央委員会は、１９７６年王令第１９８２号（Real Decreto １９８２/１９７６, de ２４ de 
agosto, de creación del Instituto de Planificación Contable）により、会計計画委員会
（Instituto de planificación contable）に改組されたが、これは、経済産業大臣の直接
のコントロールの下にあった。

（２）　企業会計監査委員会の創設

　１９８８年には、会計監査法（Ley １９/１９８８, de １２ de julio, de Auditoría de Cuentas 
（B.O.E. núm. １６９, １５ julio １９８８, página ２１８７４））により、会計計画委員会が廃止さ
れ、会計監査人に対する規律を目的として設立された企業会計監査委員会
（Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas）にその任務が委ねられた（附則　２
条）。すなわち、会計監査人の職務執行を規制し、監督するほか（２２条）、計算書類
及び連結計算書類の作成に適用される強行的な会計基準を公表することを任務とす
る企業会計監査委員会は経済産業省（Ministerio de Economica y Hacienda）の独立
行政組織（organismo autónomo de carácter administrativo）と位置づけられた１３。企

１３

１２ ２００７年王令第１５１４号の前文では、これは、短期的には、１９９１年王令第１８１５号によって承
認された連結計算書類の作成に関する規範の改正を想定していると指摘されている。

１３  組織等については、１９８９年３月１７日王令第３０２号（Real Decreto ３０２/１９８９, de １７ de mar-
zo, por el que se aprueba el estatuto y la estructura organica del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas（B.O.E. núm. ７７, ３１ marzo １９８９, página ９３６３））に詳細な定めが設け
られた。



業会計監査委員会の委員長は、経済産業大臣の提案に基づき、内閣が定める王令に
よって任命され、また罷免されるものとされていたことに加え、経済産業大臣は、
企業会計監査委員会の諮問委員会（Comité Consultivo）の委員を１１名まで指名する
という形で、企業会計監査委員会に強い影響を及ぼすことができた。企業会計監査
委員会の諮問委員会には、企業会計監査委員会の委員長のほか、経済産業省からの
６名の公務員である委員に加えて１４、会計専門家団体（スペイン企業会計経営協会
［Associación Española de contabilidad y administración de empresas］、スペイン勅許
会計士協会［Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España］、経済監
査人会［Registro de Economistas Auditores］ 及び金融経済監査人会［Registro de 
Titulares Mercantiles Auditores］）が推薦する　６　名の委員が選任されていた。
　また、諮問委員会には、会計委員会（Comisión de Contabilidad）と監査委員会
（Comisión de Auditoría）とが設けられており、いずれも、２４名の委員からなってい
たが、会計委員会は、諮問委員会における比率と同様、経済産業省からの公務員で
ある委員１２名と会計専門家団体が推薦する委員１２名から成っていた。諮問委員会と
は異なり、会計委員会の委員は企業会計についての十分な能力を有することが要求
されていた。
　しかし、企業会計監査委員会の委員長を別とすれば、諮問委員会の委員も会計委
員会の委員も無報酬とされ、委員の出席状況も必ずしも良好ではなかったこともあ
り、個々のトピックまたは基準書ごとに設けられた、基準及び解釈を起草するため
のワーキング･グループ１５が会計原則及び会計基準の開発においては重要な役割を果
たしていた。ワーキング･グループは、（フルタイムの）企業会計監査委員会のテク
ニカル・オフィサーのほか、会計専門家、大学、一定の行政機関からの、通常は　６　
-１０名の委員から構成されていた（Cañibano y Cea［１９９９］pp.３２３-３２４）。

（３）　２００３年法律第６２号による企業会計監査委員会の改革

　２００１年　３　月１６日に、経済産業省は、国際会計審議会の基準にスペイン法制がどの
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１４ さらに、企業会計監査委員会の事務総長が諮問委員会に議決権を有しない委員として加
わっていた。

１５ ワーキング･グループの構成員は、通常、企業会計監査委員会の委員長が選定していた
が、諮問委員会に通知しなければならないこととされていた。会計専門家団体はワーキン
グ･グループにも委員を送っていた（Lande［１９９７］p.１６８）。もっとも、di Pietra［１９９７］
p.２６９は、企業会計監査委員会はその規則の有効性の基礎を利用者による広範な合意におい
ていないと指摘していた。
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ように対応すべきかの検討のための専門家委員会を設置し、専門家委員会は、２００２
年　６　月 に 白 書（Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y 
líneas básicas para abordar su reforma （Libro Blanco para la reforma de la 
contabilidad en España））（ICAC［２００２］）を経済産業省に提出した１６。この白書で
は、EUの規則１６０６/２００２の内容と指令２００１/６５/ECによって取り入れられた公正価値
測定システムをスペイン法制においても許容すること、非上場企業の連結計算書類
も国際会計基準/国際財務報告基準によって作成することを要求すること、国際会
計基準/国際財務報告基準の要求事項をプラン・へネラル・デ・コンタビリダに取
り入れること、キャッシュ・フロー計算書及び株主持分変動計算書を基本財務諸表
として位置付けることを検討すること、連結の範囲を支配力基準によって決するこ
と、包括利益の概念を採用すること、会計基準設定主体を１つに統合すること、会
計についてのエンフォースメントの仕組みを設けること、会計と税との分離を維持
することなどが提言された。このような提言の一部を実現するため、２００３年１２月３０
日 法 律 第６２号（Ley ６２/２００３, de ３０ de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social （B.O.E. núm. ３１３, ３１ diciembre ２００３,  página 
４６９７０）によって、企業会計に関連する法律の改正がなされたが、そこでは、企業
会計監査委員会の組織について大きな変更が加えられた。
　２００３年法律第６２号１０４条による改正後会計監査法の下では、企業会計監査委員会
には委員長、会計監査委員会（Comité de Auditoría de Cuentas）１７及び会計審議会
（Consejo de Contabilidad）が設けられ（改正後追加規定第７条）、委員長は、経済産
業大臣の提案に基づき、内閣が定める王令によって任命され、また罷免される（改
正後追加規定第　７　条第　２　項a号）。委員長は企業会計監査委員会が有する権限を代
表して行使し、企業会計監査委員会の決議が適法に定められるためには、委員長が
企業会計監査委員会の決議を承認することが必要とされている。
　会計審議会は、会計基準を定める権限を有する行政機関が複数存在することに鑑
みて設けられたものであり、商法典に定められた会計概念フレームワークに照らし
て、基準の提案、草案及び解釈の有用性及び適切性を評価するものである。会計審
議会は、企業会計監査委員会の委員長がその議長を務め、スペイン中央銀行
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１６ これを紹介した英語文献としては、たとえば、Cañibano and Ucieda［２００５］pp.２２-２３参
照。

１７ 会計監査委員会は企業会計監査委員会に対して監査に関して助言を与えるもので、企業
会計監査委員会の議長が委員長を務め、１３名以内の委員から成るものとされている。



（Banco de España）、証券取引委員会（Comición Nacional del Mercado de Valores）
及び保険年金監督局（Dirección General de Seguros y Fonds de Pensiones）からの、
それぞれ　１　名の委員に加えて、オブザーバーとして、経済産業省及び（書記とし
て）企業会計監査委員会からの公務員がそれぞれ１名参加するものとされている。
　そして、基準についてのすべての提案、草案及び解釈について、会計審議会を助
けるため、会計諮問委員会（Comité Consultivo de Contabilidad）が設けられてい
る。会計諮問委員会は、行政機関から９名及び会計専門職業人団体から　６　名の、会
計及び財務報告の専門家から成り、企業会計監査委員会の議長は、　５　名まで委員を
選定することができる。
　なお、以前と同様に、ワーキング･グループも設置されており（ただし、最近で
は、１５-２０名の委員から構成されるのが一般的である）、作成した案は企業会計監査
委員会の議長に提出される。

（４）企業会計監査委員会の会計基準設定権限

１）１９９０年王令第１６４３号

　１９９０年王令第１６４３号の最終規定は、「企業会計監査委員会は、その決議によって、
評価規範及び計算書類の作成に関する規範について、プラン・へネラル・デ・コン
タビリダ及び業種別プラン・デ・コンタビリダを発展させる強行的に適用される規
範を承認することができる」と定めた。
　また、１９８９年立法政令第１５６４号（Real Decreto Legislativo １５６４/１９８９, de ２２ de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

Anónimas （B.O.E. núm. ３１０, ２７ diciembre １９８９, página ４００１２））によって定めら
れた株式会社法の最終規定の第１は、政府に、王令の形で、EC指令に対応するな
どのために、プラン･へネラル・デ・コンタビリダ及びその改正を行なうことを委任
した。
　さらに、会計監査法　２　条　２　項bは、監査人は、企業会計監査委員会が定めた会計
の原則と規範に従って、計算書類が作成され表示されているか否かについて、意見
を表明しなければならないと定めている。
　このように、企業会計監査委員会の制定した会計規則が強行的な性質を有するも
のと位置づけられたことについて、Landeは、制定法の国においては、国民を代表
する機関によって採択されたもののみが強制力を有するという考え方に基づくもの

１６
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であると指摘していた（Lande［１９９７］p.１７５）。

２）控訴裁判所１９９４年１月１９日判決

　スペイン・リース協会が、企業会計監査委員会の（リース取引により取得した物
品の会計処理を定める）１９９２年　１　月２１日付決議の無効確認を求めて、訴えを提起し
た（recurso contencioso administrativo nº ９５９/９２-０３）。すなわち、憲法９７条（内閣は
憲法及び法律に従い、執行機能及び規則制定権を有する）及び国家行政法（Ley 
de Régimen jurídico de la Administración del Estado, texto refundido aprobado por 

Decreto de ２６ de julio de １９５７（B.O.E. ３１ julio １９５７））１８の１４条　３　項１９及び２３条２０の下
では、企業会計監査委員会の権限として定められた権限を越えて、内閣または大臣
はその権限を委譲することができず、企業会計監査委員会は外部的な権限を行使す
ることができないこと、一般的性格を有する規定を設ける場合には委任が許されな
いこと、憲法１０５条a号２１との関連で、行政手続法（Ley de １７ de julio de １９５８, sobre 
Procedimiento administrativo（B.O.E. núm. １７１, １８ julio １９５８, página １２７５））２２９１条が
定める聴聞の手続きが踏まれておらず、また、Secretaría General Técnicaの報告書
が欠けており、同１０３条　１　項が定める一般的規定を設ける場合の手続きに違背した
こと、法令上要求されている国務院（Consejo de Estado）２３の意見を得ていないこ
と、プラン・へネラル・デ・コンタビリダの導入にあたって前提とされた法的概念
とかけ離れており、また、プラン・へネラル・デ・コンタビリダの他の規定との整
合性を欠くなど、法令の階層性の原則に反したことなどを原告は主張した。

１７

１８ １９９２年１１月２６日 法 律 第３０号（Ley ３０/１９９２, de ２６ de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común （B.O.E. núm. ２８５, 
２７ noviembre １９９２, página ４０３００））によって廃止。
１９ 大臣及び部局（Departamento）の長は、「その部局に所管事項について定められた権限を
行使すること」の権限を有するという規定。

２０ いかなる行政的規定も他の上位のルールを損なうことはできない（第１項）。一般的性格
を有する行政的規定は以下の規範の序列による:第１　立法政令・政令法（Decreto）; 第２
　政府から授権された委員会の命令; 第３　省令; 第４　それぞれの序列の順序に従って、
下位の当局及び機関が定めた規定（第２項）。

２１ 「市民に影響を及ぼす行政法規の制定手続において、市民に対し、直接的に、または法律
で認める組織及び団体を通じて、聴聞を行うこと」を法律事項として定める規定。

２２ １９９７年 ４ 月１４日 法 律 第 ６ 号（Ley ６/１９９７, de １４ de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado（B.O.E. núm. ９０, １５ abril １９９７, página 
１１７５５））によって廃止。
２３ 「内閣の最高諮問機関」（憲法１０７条）であるが、フランスのコンセイユ・デタと異なり、
行政裁判管轄権をもたない。



　これに対して、１９９４年１月１９日に、控訴裁判所（Tribunal Superior de Justicia）
は、行政手続法４７.１条a及びcの定めに基づき、企業会計監査委員会の当該決議は
無効である旨の判決を下した。すなわち、まず、当該決議が定める会計規則は１９９０
年プラン・へネラル・デ・コンタビリダを発展させるものというよりは、１９９０年プラ
ン・へネラル・デ・コンタビリダが定める枠組みを超えた会計ルールを定めるもの
であるが、企業会計監査委員会の決議によっては１９９０年プラン・へネラル・デ・コ
ンタビリダの規定を発展させることしかできないから、そのような会計規範は決議
によって採択することはできないとした。また、１９９０年王令第１６４３号の最終規定は、
委任の範囲を超えた規定であると評価した２４。さらに、かりに、そのような会計規
範が１９９０年プラン・へネラル・デ・コンタビリダの発展にあたるとしても、憲法９７
条に照らして、単なる行政機関である企業会計監査委員会は、その適用が強制され
る規定を定めることはできないとした。

３）最高裁判所１９９７年１０月２７日判決

　これに対して、最高裁判所は、１９９７年１０月２７日に、破棄自判して、企業会計監査
委員会が強行的規範を定める権限を有することを認めた（RJ\１９９７\７７５８）。すなわ
ち、まず、憲法９７条は、内閣に直接的または本来的な規則制定権を与えているが、
これは、下位の序列に属する大臣、当局及び機関が規則制定権限を有することが認
められないという趣旨ではなく、このことは、国家行政法の１４条３項から明らかに
推論することができるとしたうえで、そのような独立した権限は、内部的事項に関
するもの、すなわち、「その部局の所管事項」に関するものに限定されるとした。
そして、内部的事項には、その部局の組織に関するものと特に権限事項とされた関
係に関するものが通常は含まれ、このように純粋に内部的なもの以外には、市民の
権利義務に、一般的に、影響を与えるような外部的に（ad extra）規範を定める権
限を当局や機関は有しないという判断を示した。そのうえで、たしかに会計監査委
員会の当該決議は純粋に内部的あるいは組織に関するものとはいえないかもしれな
いが、序文に示されているように、その主要な目的は会社の財産の評価の基準、と
りわけ、研究開発費、工業所有権、営業権、ソフトウェア、ファイナンス・リース
契約の下でのリース物件の利用権などの無形固定資産の評価基準を示すことにあ
り、それは、１９９０年王令１６４３号の２条が、プラン・へネラル・デ・コンタビリダの
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２４ もっとも、控訴裁判所は、当該規定自体の無効は宣言しなかった。
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適用を供したのと同様、単なる内在的な事項（lo simplemente intrínseco）を会社の
会計制度に拡張したものにすぎないとした。また、専門性が認められるとき、また
は、時期を失すると手遅れになるような場合に対応するためには、法律による規制
によって、組織的限界の外側であっても規定を設けることができると判示した。さ
らに、１９８８年法律第１９号の２条２項b項は、監査人は、監査報告書において、計算
書類が会計監査委員会が定めた会計の原則及び規範に従って、作成・表示されてい
るか否かについて意見を表明しなければならないとしており、これは、１９９０年王令
第１６４３号の最終規定が定める規範の設定権限の付与を裏付けるものであり、ヨー
ロッパ会社法第４号指令の国内法化にあたって、計算書類における評価は一般に受
け入れられた会計原則に従ってなされなければならないとされていたことに対応す
るものであるとした。国務院は、「会計監査委員会に与えられた権限は、まさに、
会計実務において、商法典３８条１項において用いられている包括的な概念に含めら
れることが正当化されるほどの一般性の程度をもって受け入れられているものを承
認する行為」であると述べていたことをふまえ、最高裁判所は、当該決議を会計監
査委員会がなす権限を有するとすることは、経済産業省に対して提案を行ったり、
商事法をヨーロッパ会社法指令に適合させることを、それらは互いに排他的ではな
いので、妨げるものではないと判示した。そして、１９９０年王令第１６４３号は、一定の
制限の下では、規範の序列性の原則に反するものではないと結論付けた２５。
　なお、企業会計監査委員会の規範制定権限は絶対的なものではなく、その限界と
法令の序列に服するものであると指摘されているが、当該規定の対象事項の専門性
に鑑みると、一定の裁量の幅が認められると指摘されている（Cruz Padial［１９９８］
p.３１６）。他方、Gota Losadaは、１９９０年王令第１６４３号の最終規定の第３が定める企
業会計監査委員会への授権の合法性は疑いを超えている（más que dudosa）と指摘

１９

２５ スペインリース協会に対する聴聞を欠いたという主張に対しては、最高裁判所の判例
（１９９２年５月８日判決［RJ １９９２\１０６７５］、１９９５年１０月１１日判決、同 １６ 日判決及び同１７ 日
判決［RJ １９９５\７２６２, RJ １９９５\７２７６ y RJ １９９５\７２８３］）に照らして、行政手続法が要求する
聴聞は、任意的ではない性格を有し、一般的または共同的な性格の利益を代表する専門家
団体・組織に対するものについてのみ要求されており、任意的な団体に対するものは要求さ
れていないとした。Secretaría General Técnicaの報告書及び国務院の意見が欠けていた点に
ついては、当該規定は、独立した規範を設定するものではなく、１９９０年王令第１６４３号に基
づく規範の連続の一部をなすものであり、当該王令の制定にあたって必要な手続きが履践
されており、最高裁判所の判例を引用しつつ（１９９４年４月１２日判決［RJ １９９４\３１１６］及び 
１９９７ 年３月１３日判決［RJ １９９７\２２２６］）、改めて要求されると解すべきではないとした。



していた（Gota Losada［２００３］p.２０）。

４）憲法９７条の解釈

　憲法９７条は、より下位の機関に権限を委任することを、それが当該下位機関の内
部的範囲にとどまる限り、禁止していないと解されている。
　さらに進んで、憲法裁判所は、たとえば、１９９２年１０月５日判決（STC １３５/１９９２）
（定められた権限の分散は正式に可能であり、かつ、多くの場合に、その規範の内
容に照らして必要である。実際、……その活動の範囲で、明示的に権限を与えてい
る憲法９７条に含まれる国の政府の権限を厳格な規準をもって、文言どおり、理解す
ることはできず、特定の合議機関である内閣、その構成員及び内閣の助言者であり
金融及び信用政策……の直接的な執行者であるスペイン中央銀行のような機関
（institucion）への権限の付与（advocación）は制限されない）２６及び１９９５年１２月１４日
判決（STC １８５/１９９５）（検討されたルールが憲法９７条に違反すると解することはで
きない。定められた規制権限は原則として政府に帰属するが、それは、法律によっ
て、その権限の行使を制限し、または命じて、大臣に、派生的な性格をもった、こ
の権限を行使することを授権し、具体的な規則の規定を示す権限を与えることを禁
止するものではない。そして、公共の料率及び料金に関する１９８９年４月１３日法律第
８号（La Ley ８/１９８９, de １３ de abril, de Tasas y Precios Públicos）の２６条１項a）
が、特定の事項を規制するための特定された法律上の授権の結果として、公共料金
の決定と変更という派生する定められた権限を所轄行政庁の権限者である大臣に帰
属させることは、まさにこれである）において、対象事項の専門性またはその時機
への対応性が認められる場合に、機関は内部的範囲を超えて、外部者を拘束する規
定を設けることができるとしてきた。
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